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農地中間管理事業の推進に関する基本方針
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徳島県



基本方針に定める事項

① 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標

② その他農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の

促進に関する目標

③ 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向

④ 農地中間管理事業の実施方法に関する基本的な事項

⑤ 農地中間管理事業に関する啓発普及その他農地中間管理事業を推進するための施策に関する

事項

⑥ 地方公共団体、農地中間管理機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社農林漁業成長産業

化支援機構の連携及び協力に関する事項

⑦ その他農地中間管理機構の推進に関し必要な事項

（基本方針は 「農業経営基盤強化促進法の基本方針」と「農業振興地域整備計画」その他法律、

の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない）
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１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標

国全体の集積目標「担い手に全農地の８割を集積」を達成するため、国が本県に割

り当てた集積面積とする。

現在 概ね10年後

（令和３年度） （令和13年度）

担い手が利用する面積 7,821ha 14,200ha

地域農業の担い手 4,216経営体 5,515経営体

注）地域農業の担い手：認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人等

本目標の達成に向けては、関係機関が相互に十分な連携を図り、利用権設定等促進

事業、農地中間管理機構が実施する事業等を柱として、４から６に掲げる措置を講じ

ていく。

また 「地域計画」の策定後は、利用権の設定等について、市町村が定める農用地、

利用集積計画による手続きが、農地中間管理機構が定める農用地利用集積等促進計画

による手続きに統合されるため、変更される手続きに適切に対応する。

２ 農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化

の促進に関する目標

機構が貸付を行う担い手のデータで農用地の分散錯圃の状況を把握し、農用地の連

たん化・団地化を図るとともに、遊休農地の解消に積極的に取り組む。

３ 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向

（１）農地中間管理機構を担い手への農地集積・集約化と遊休農地の発生防止・解消を

進める中核的な事業体として位置づけ、関係機関との連携を密にして、最大限に活

用する。

（２）各市町村における地域計画の策定・変更と極力連動させることにより、効率的か

つ効果的に推進する。

（３）効率的かつ安定的な農業経営を営む者が安定した経営を行うことができるよう各

々の経営にあわせた農地集積を積極的に推進する。

また、本県には、規模拡大によって効率的かつ安定的な農業を営む者に加え、現

状の経営を維持し、付加価値の高いブランド品目を生産することで安定的な経営を

営む者、さらには水稲栽培作業を中心に受託するファームサービス事業体など、多
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様な農業経営体により地域農業が維持されており、これら農業経営の安定的発展に

より、地域農業が維持されるよう、農用地利用の効率化、高度化に取り組む。

４ 農地中間管理事業の実施方法

（１）農地中間管理機構からすべての市町村（農業委員会を含む）に、次のことを求め

ることを基本とする。

・農用地利用集積等促進計画（地域計画策定前については農用地利用集積計画）の

案の作成

・農用地等の保有及び利用に関する情報の提供

・その他必要な協力

（ ） 、 、 、 、２ 農業協同組合 土地改良区 民間企業等については その能力・実績等からみて

委託された業務を適切に行えると認められる場合に委託を認めることとする。

５ 農地中間管理事業に関する啓発普及その他農地中間管理事業を推進するための施策

に関する事項

地域計画の策定・変更のプロセスにおいて、市町村との連携の下、地域の関係者に

農地中間機構の活用方法等について、周知徹底を図る。

また、収益性の高い農業経営の実現や担い手への農地集積・集約化を加速化するた

め、農家負担なしで実施できる農地中間管理機構関連農地整備事業など基盤整備を推

進する。

６ 関係機関との連携および協力

県又は機構が中心となって、県、市町村、機構、公庫、農林漁業成長産業化支援機

構のほか、農業関係団体等との緻密な連携・協力の下に、更なる担い手の育成と農地

集積・集約化の推進に向けて、それぞれの組織を活用し、機構の活用を推進する。

７ 農地中間管理機構の指定

これまでに担い手への農地集積に関する取組を実施してきた団体からの申請により

法律に規定する基準に適合する団体を指定する。


